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特集「窮屈な未来」からの脱却　2040年の日本

要　約

1 少子高齢化・人口減少を背景に経済や社会保障の維持に関する不安感が高まるわが国
が、今、目指しているのは、将来にわたりすべての世代が安心して暮らせる新たな国づ
くりである。政府は新たな国の柱として「全世代型社会保障の実現」を掲げるが、それ
を持続可能なものにするためには、将来にわたる十分な支え手の確保が必要だ。

2 足元の支え手の確保という意味では、進んでいるとはいえ、まだ余地の残る子育て世代
の女性のさらなる就労実現が有効である。また、将来の支え手の確保という意味では、
出生率を上昇させ少子化を克服することが避けて通れない課題だと考える。

3 野村総合研究所（NRI）が実施した調査の結果、現在の子育て世代の中には、就労やも
う一人の子どもを持つことの希望がかなっていない「窮屈な状態」にある人が少なくな
いことが分かった。子育て世代の「窮屈からの脱却」こそが、新たな労働力の確保と出
生率の上昇による人口の維持を実現する可能性につながると考える。

4 子育て世代の「窮屈からの脱却」に向けて、子育て世代が、仕事にも子育てにもチャレ
ンジできる環境を整備すべきである。その第一弾として、「働く意欲のある母親の子の
保育全入」が有効である。

5 将来にわたりすべての世代が安心して暮らせる新たな国づくりの礎を築くために、子育
て世代の「窮屈からの脱却」に向けた大胆な投資が期待される。

子育て世代の「窮屈からの脱却」が
日本を持続可能な国にする
労働力の確保と出生率の上昇をもたらす
「働く意欲のある母親の子の保育全入」

Ⅰ　子育て世代の「窮屈からの脱却」が日本を持続可能な国にする
Ⅱ　子育て世代「窮屈からの脱却」の第一弾は「働く意欲のある母親の子の保育全入」
Ⅲ　「働く意欲のある母親の子の保育全入」がもたらすインパクト
Ⅳ　国に期待される子育て世代への大胆な投資
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に、女性の就労促進による労働力の確保に注
目している。
図 1は、性別・年代別の人口を就業の有無
で分けたものである。長きにわたる出生率の
低迷などの結果、わが国の人口ピラミッドは
高齢人口の割合が高く、年少人口の割合が低
い典型的なつぼ型となった。これを見れば、
雇用延長の議論に代表されるようなシニアの
就労促進、海外からの外国人労働者受け入れ
を期待する昨今の流れも理解できる。しか
し、あらためて確認すると、いまだ30～40歳
代の女性にふだん仕事をしていない無業者が
目立つことも分かる。
また、30～40歳代の女性の就業状況を未就
学児の子育ての有無別に確認すると、未就学
児の子育てをしていない女性の有業率は80.7
％であるのに対し、未就学児の子育てをして
いる女性の有業率は65.2％と、およそ15ポイ

Ⅰ	子育て世代の「窮屈からの脱却」が
	 日本を持続可能な国にする

1 持続可能な国づくりに子育て
 世代女性の労働参加と出生率の
 上昇が必要不可欠
2018年10月、安倍晋三首相は所信表明演説
で「子どもから現役世代、お年寄りまで、す
べての世代が安心できる社会保障制度へと改
革を進めます」と述べた。現在の子世代や孫
世代にも引き継ぐ新たな国の柱として「全世
代型の社会保障」を掲げ、実現をコミットし
たのだ。この全世代型社会保障を持続可能な
ものにするためには、十分な支え手の確保が
不可欠であることはいうまでもない。
一方、わが国は深刻な労働力不足に悩まさ
れている。労働力の確保に向けてさまざまな
議論、施策が展開されているが、筆者は特

図1　性別・年代別の就業状況
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将来の支え手確保という
意味では、出生率を上げ、
人口ピラミッドのバラン
ス改善を図る必要がある

足元の支え手確保とい
う意味では、子育て世
代の女性就業率上昇に
よる労働力確保の余地
はまだ残る

出所）「平成29年就業構造基本調査（総務省統計局）」より作成
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育て世代の女性）の就労促進による労働力確
保に注目すべきだと考えている。
子育て世代の女性のさらなる就労による新
たな労働力の確保によって、足元の支え手を
確保することに加えて、全世代型社会保障を
持続可能なものにするためには、出生率を上
げて将来の支え手を増やすことも必要であ
る。少子化の克服はもはや避けて通れない課
題だと考える。

2 働きたい、もう一人子どもを
 持ちたいと考える子育て世代の
 女性は少なくない
足元の支え手世代として、将来の支え手を
育む世代として、かかる期待が極めて大きい
現在の子育て世代。当の本人たちはどのよう
に考えているのだろうか。
野村総合研究所（NRI）が未就学児を持つ
母親を対象に実施したアンケート調査（2019
年 3 月実施）では、未就学児を持つ現在非就
労の母親の過半数（55.9％）が「子どもが未
就学のうちに働き始めたい」と回答した（図
2）。筆者が、子育て世代の女性のさらなる
就労による労働力確保の余地は依然として十
分に残っていると考えるのは、現在非就労の
女性がまだ存在するということだけではな
く、彼女たちの中に就労意欲がある女性が少
なくないことを確認したからでもある。
また、同調査では、未就学児を持つ母親の
もう一人子どもを持つことの希望の有無につ
いても確認している（図 3）。現在未就学児
を持つ母親で「もう一人子どもを持ちたいと
思う」と回答したのは54.5％と過半数を超え
ている。この結果を、現在の子どもの人数別
に確認すると、現在の子どもの人数が多くな

ントも低いことが分かった注1。なお、未就
学児の子育てをしていない女性には、子ども
を持たない女性や、未就学児の子どもはいな
いが就学児の子どもの育児をしている女性が
含まれている。
そこで筆者は、労働力確保に対するより大
きなインパクトがあるという意味で、30～40
歳代で未就学児の育児をする女性（以下、子

図3　未就学児を持つ母親の「もう一人子どもを持ちたいと思うか」

図2　未就学児を持つ現在非就労の母親の就労意向
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出所）野村総合研究所「子育てと保育サービスに関するアンケート調査」 （2019年3月）
より作成

出所）野村総合研究所「子育てと保育サービスに関するアンケート調査」 （2019年3月）
より作成
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世代の女性において、就労や子育ての希望が
かなっていない現状は、希望がかなわない
「窮屈な状態」だといえよう。
NRIは、この「窮屈な状態」から子育て世
代を解放することができれば、新たな労働力
の確保と出生率の上昇を実現することにつな
がり、今、日本が目指す「全世代型社会保
障」実現への大きな一歩となると考えてい
る。

Ⅱ	子育て世代「窮屈からの脱却」の
	 第一弾は「働く意欲のある母親の
	 子の保育全入」

1 進む保育所整備と保育所利用
NRIが実施した調査の結果、未就学児を持

つ現在非就労の母親の過半数（55.9％）が「子
どもが未就学のうちに働き始めたい」と考え
ていることが分かった、と紹介した。多くの
場合、未就学の子どもの育児をしながら働き

るほど「もう一人子どもを持ちたいと思う」
と回答した母親の割合は低くなるものの、現
在子どもが1人の母親の77.5％、現在子ども
が 2人の母親の36.6％が、「もう一人子ども
を持ちたいと思う」と回答した（図 4）。「子
どもを 2人以上持ちたい」と考えている女性
は極めて多く、「子どもを 3人以上持ちた
い」と考える女性も決して少なくないことが
うかがえる。
これらの調査結果から、現在の子育て世代
の女性の中に、「できれば就労したいが、就
労できていない」「できれば今より多くの子
どもを持ちたい」と考えている人が少なくな
いことが明らかになった。

3 必要なのは子育て世代の
 「窮屈からの脱却」
子育て世代の女性において、就労やもう一
人子どもを持つことの希望がかなっている状
態を望ましい状態だとすれば、多くの子育て

図4　未就学児を持つ母親の「もう一人子どもを持ちたいと思うか」（現在の子どもの人数別）
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注）構成比は小数第2位を四捨五入したため、内訳の計と合計が一致しない場合がある
出所）野村総合研究所「子育てと保育サービスに関するアンケート調査」 （2019年3月）より作成
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NRIが実施した調査でも、母親が就労して
いる子どもの保育所利用は、わずかながらも
確実に進んでいる様子がうかがえた。図 5
は、2019年 4 月時点の未就学児の保育所利用
率を、前年 4月時点での利用率と比較したも
のである。19年 4 月時点で、母親が就労して
いる子どものうち保育所を利用している子ど
もの割合は72.0％であり、前年の結果よりも
2.9ポイント上昇した。
保護者の就労などを理由に、保育所の利用
を希望しているにもかかわらず保育所を利用
できていない子どもを「待機児童」と呼ぶこ
とが多いことを考えれば、母親が就労してい
る子どもの保育所利用が進んだ調査結果から
も、いわゆる「待機児童」が減少している様
子がうかがえた。

2 働き始めたい女性の前にいまだ
 立ちはだかる保育所利用の壁
一方、2019年 4 月からの保育所利用希望が
あったにもかかわらず、利用できていない子

始めるには、保護者の就労中、子どもが何ら
かの保育を受けられる状況である必要があ
る。子育て世代の女性のさらなる就労による
労働力確保を実現するためには、働く意欲の
ある母親の子が保育を利用しやすい環境が整
備されていることが前提となるということだ。
そこで本節では、保護者の就労中の子ども
の保育環境として保育所に着目し、保育所を
利用しやすい環境の整備は進んでいるか、十
分かについて確認していく。
現在、 4月の認可保育所等一斉入所を終
え、各自治体による「保育所に入れない待機
児童数は何人だった」「前年に比べて何人減
った」という発表が相次いでいる。厚生労働
省の発表によると、保育所等数は約 3万3000
カ所（前年比約2000カ所の増加）、保育所等
の定員は273万5000人（前年比約10万人の増
加）、保育所等利用児童数は255万人（前年比
約 8万8000人の増加）と、いずれも前年に比
べて増加している。保育所は確実に増えてい
るのだ注2。

図5　未就学児童に占める保育所を利用している児童の割合（母親の就労有無別）
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注1）上記の「保育所」には、認可保育所、認定こども園（「保育所」としての利用に限る）、地域型保育事業、その他の認可外保育施設を含む（幼稚園の預か
り保育は含まない）

注2）2019年調査は3月末に実施し、翌4月時点での就労および保育の利用状況の予定を調査した。以降の2019年調査についても同様である
出所）野村総合研究所「子育てと保育サービスに関するアンケート調査」 （2019年3月、2018年4月）より作成
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いため」であった（図 7）。また、ここでい
う保護者とは大半の場合、母親であった。な
お、続いて多かった理由は「保護者が出産す
るため（7.6％）」であった。
既に就労している母親の子どもについて

どももいまだ存在していることも明らかにな
った。
調査の結果によると、19年 4 月からの保育
所利用希望があったにもかかわらず、利用で
きていない子どもの割合は、母親が就労して
いる場合で5.5％であった（図 6）。その多く
が、やむを得ず育児休業を延長したり、祖父
母などのサポートを得て就労を継続したりし
ている実態も明らかになった。
一方、申し込み時点では母親が就労してい
ない子どもの場合、19年 4 月からの保育所利
用希望があったにもかかわらず、利用できて
いない子どもは38.9％にも及んだ。少なくと
も 3人に 1人は19年 4 月からの保育所利用希
望があったにもかかわらず、利用できなかっ
た計算になる。
19年 4 月からの保育所利用希望があったに
もかかわらず利用できていない子どものう
ち、申し込み時点では母親が就労していない
子どもについて、保育所利用希望理由を確認
すると、84.5％は「保護者が就労を開始した

図6　2019年4月からの保育所利用希望者における利用有無（母親の就労有無別）
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注1）上記の「保育所」には、認可保育所、認定こども園（「保育所」としての利用に限る）、地域型保育事業、その他の認可外保育施設を含む（幼稚園の預か
り保育は含まない）

注2）構成比およびその差分については小数第2位を四捨五入したため、個々の数値の計算値と表示されている値が合致しない場合がある
出所）野村総合研究所「子育てと保育サービスに関するアンケート調査」 （2019年3月、2018年4月）より作成
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出所）野村総合研究所「子育てと保育サービスに関するアンケート調査」 （2019年3月）
より作成

図7　2019年4月からの保育所利用希望者のうち利用できていない
子どもの保育所利用希望理由（現在母親が非就労の子ども）
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ぞれの就労意欲には濃淡があることも事実で
ある。従って、「保育所を利用できさえすれ
ば、彼女たち全員が就労するわけではないの
ではないか」という意見も正論だ。しかしこ
こ数年、人手不足を背景に雇用環境の改善が
図られたことで、就労意欲の比較的高い人、
すぐにでも就労できる環境を準備できる人の
大半が何らかの仕事に就いたともいわれてい
る。意欲の濃淡にばらつきがあろうと、就労
意欲を示す女性たちは、わが国に残る貴重な
潜在労働力ではないだろうか。少なくとも本
人たちが自らの就労開始のために必要だとす
る「保育所を利用しやすい環境」の実現は、
残された潜在労働力への極めて有効なアプロ
ーチだと筆者は考える。

3 子育て世代の「もう一人」の
 希望実現にもつながる保育の
 受け皿充足
全世代型社会保障を持続可能なものにする

は、十分とはいえないまでも、保育所を利用
しやすい環境整備の進展が認められる一方
で、保育所を利用できるのであれば働いてみ
たいと思っているような未就学児を持つ女性
においては、保育所を利用しやすい環境の整
備が進んでいるとは言い難く、むしろより利
用しにくくなっている状況が確認できた。
繰り返しになるが、現在非就労の母親の過
半数（55.9％）が「子どもが未就学のうちに
働き始めたい」と考えている。就労している
母親の子どもの保育所利用の実現は急務であ
るが、「働き始めたい」とする現在非就労の
母親が保育所を利用できていない現状の改善
も、同じく急務ではないだろうか。冒頭で述
べたように、子育て世代の女性の就業率が上
昇することは、全世代型社会保障の実現に不
可欠な新たな労働力の確保につながるからで
ある。
「子どもが未就学のうちに働き始めたい」と
考える女性が多数存在するといっても、それ

就労している母親

（N＝1,042）

そう思う

そう思わない

どちらかと言えば
そう思う

どちらかと言えば
そう思わない

10.4%

50.2%

35.0%

4.4%

就労していない母親

（N＝872）

そう思う

そう思わない

どちらかと言えば
そう思う

どちらかと言えば
そう思わない

14.2%

38.6%

42.9%

4.3%

出所）野村総合研究所「子育てと保育サービスに関するアンケート調査」 （2019年3月）より作成

図8　希望する時期に保育所に入りやすくなることが「もう一人」を考える上でプラスになると思うか
（もう一人子どもを持ちたい母親の回答）
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考えている。

Ⅲ	「働く意欲のある母親の子の
	 保育全入」がもたらす
	 インパクト

1 就労可能な子育て世代女性の増加
では、子育て世代の「窮屈からの脱却」に
より、子育て世代の就労やもう一人子どもを
持つことの希望が実現した場合、どのくらい
の労働力の増加や出生率の上昇が期待できる
のだろうか。本章では、NRIが実施したアン
ケート調査などを用いて行った期待できるイ
ンパクトの試算結果について紹介する。
まずは、子育て世代の就労促進による新規
就労者の増加についてである。具体的には
2019年 4 月、保育所を利用できないことによ
って、どれだけの子育て世代の女性の就労が
実現しなかったかについて推計した。推計に
あっては、第Ⅱ章 2節で紹介したアンケート
調査結果を利用した。
推計の結果、19年 4月時点で母親が就労し

ていない未就学児のうち、母親の就労開始を
理由に 4月から保育所の利用を希望していた
子どもの数は約11.9万人と推計された。これを
母親の人数に換算すると約9.1万人となる注3。
つまり19年 4月時点で、約9.1万人の女性が就
労を希望していたが就労できなかった計算に
なる。
保育所を利用できないことだけが就労が実
現しなかった理由であるとは言い切れない
が、約9.1万人には少なくとも保育所利用希
望があったことから、子どもの保育所利用が
就労開始の前提となっていたと考えるのが妥
当であろう。

ためには、出生率を上げて将来の支え手層を
厚く維持することは、もはや避けて通れない
と述べた。NRIは調査を通じ、保育の受け皿
充足が出生率の上昇にも寄与する可能性を明
らかにした。
本稿の第Ⅰ章 2節および図 4で説明したよ
うに、現在子どもが 1人の母親のうち、もう
一人子どもを持ちたいとする母親はおよそ 8
割（77.5％）に及んだ。 2人目の子どもを希
望する母親の割合ほどは高くないが、 3人目
の子どもを持ちたいと考える母親も 4人に 1
人、 4人目の子どもを持ちたいと考える母親
も 5人に 1人程度存在していることが分かっ
た。 2人目の子どもを希望する母親の割合を
1人目の子どもの年齢別に確認すると、子ど
もが小さいほど「もう一人子どもを持ちた
い」と考える人の割合が高かった。
さらに、希望する時期に保育所に入りやす
くなることが、「もう一人」を考える上でプ
ラスになると思うかについても確認した。そ
の結果、母親の就労の有無によらず、希望す
る時期に保育所に入りやすくなることが、
「もう一人」を考える上でプラスになると感
じる母親が多いことが分かった（図 8）。な
お、この傾向に地域差は見られなかった。
これらの結果から、保育所に入りやすくな
る、つまり保育の受け皿充足が実現すること
は、先に述べた労働力確保のみならず、子ど
もを持つことの希望をかなえることにも貢献
する可能性があると推察できる。
「働く意欲のある母親の子の保育全入」は、
働きたい人が働くことができ、一人でも多く
の人が希望の人数の子どもを持てる社会を実
現する上での第一弾、すなわち子育て世代の
「窮屈からの脱却」の第一弾となると筆者は
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母親は50.6％であった。残りの49.4％は利用
希望があったが申し込みを行っていなかっ
た。利用希望があったにもかかわらず申し込
みを行わなかった理由を確認すると、半数以
上（53.9％）が、現在就労していないので、
「申し込んでもどうせ無理だろう（利用でき
ないだろう）」と考えたためと回答した。
就労意欲のある子育て世代の女性の就労を
実現し、一定数の労働力を確保する上では、
保育所利用申込者数ではなく、国として期待
する新規就労者の規模から必要な保育の受け
皿量を検討していくことが有効であると考え
る。

2 出生率の上昇による人口維持と
 人口ピラミッドのバランス改善
続いて、調査を通じて把握された「もう一
人子どもを持ちたい母親の割合」「保育の受
け皿が充足することが希望する子どもの数を
持つことに前向きになると考える母親の割
合」を用いて、保育の受け皿充足により期待
できる合計特殊出生率を試算した（図 9）。

つまり、約9.1万人の就労意欲のある子育
て世代の女性の就労が実現しなかった大きな
要因の一つは、保育所が利用できなかったこ
とである可能性が高い。言い換えれば、保育
の受け皿が充足していれば、かなりの規模で
新規労働力を確保できた可能性があるという
ことである。労働力の不足が深刻化する今、
見過ごせないインパクトではないだろうか。
「保育所を利用したかったのに利用できなか
った子どもが11.9万人」だったと聞いて、公
表されている待機児童の人数（19年 4 月時点
ではなく、18年10月時点ではあるが、厚生労
働省が発表した待機児童数は 4万7198人であ
った）とずいぶん差があると思われる方もい
るだろう。その差が生じている理由は、筆者
の推計が「どうせ無理だろうと申し込んでい
ない人」も含めているからであると考えられ
る。
未就学児を持つ就労していない母親への19
年4月時点での調査では、就労開始を理由に
4月から保育所の利用を希望していた母親の
うち、保育所利用の申し込みを実際に行った

× × ＝
現在の
子どもの数
（1人以上） 注1

もう一人
子どもを
持ちたい人
の割合

保育の受け皿
充足による
実現可能性

保育の充足により期待できる合計特殊出生率注2＝1.78≒1.8

＝（1－生涯未婚率）×夫婦完結出生児数×離死別などの影響

＝（1－19.2％ ）×　　2.25人　　×0.98

保育の受け皿充足
により期待できる

出生児数
2.25人

注1）「子どもは持たない」とする人は、出生動向基本調査（2010年）の結果と同比率と仮定
注2）日本創生会議「ストップ少子化・地方元気戦略」の中で用いられている算出式を使用

図9　保育の受け皿充足が実現した場合に期待できる出生率
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保障・人口問題研究所の推計によると、2065
年の総人口は 1億45万人とされ、45年後まで
1億人の人口を維持できる予想である（図
10）。また、当然ではあるが、現状のままで
は先細ることが予想されている年少人口、生
産年齢人口が増加し、人口ピラミッドのバラ
ンスが改善することも期待できる。
つまり、保育の受け皿充足は、労働力の確
保のみならず、出生率の上昇による人口の維
持・人口ピラミッドのバランス改善にもつな
がる可能性があると考えられるのである。

Ⅳ	国に期待される子育て世代への
	 大胆な投資

子育て世代の「窮屈からの脱却」が、わが
国に新たな労働力の確保と出生率の上昇をも

その結果、保育の受け皿充足により期待でき
る合計特殊出生率は1.78と推計された。本推
計では、保育の受け皿充足による効果に着目
するため、生涯未婚率や子どもは持たないと
考える人の割合は、現状のままであると仮定
して推計している。従って、この1.78という
のは、保育の受け皿を充足させ、「もう一人
子どもを持ちたい」という希望を持つ母親
が、もう一人の子どもを含めての子育てと就
労を両立できるような環境を実現することに
よって期待できる出生率ということになる。
結果は、奇しくも、日本創生会議「ストッ
プ少子化・地方元気戦略」の中で、国民の希
望がかなった場合の出生率（希望出生率）と
して設定され、2025年の出生率目標として定
められた1.8と極めて近い数字となった。
出生率が1.8まで上昇した場合、国立社会

図10　出生率が1.8まで上昇した場合の推計に基づく人口ピラミッドの予想（2065年）

95歳以上
90～94歳
85～89歳
80～84歳
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳
55～59歳
50～54歳
45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳

5～9歳
0～4歳

4,000 4,0002,000 0千人 0千人 2,000

■男　　■女（出生中位仮定のままの場合 注1）
■男　　■女（出生率が1.8に上昇する仮定の場合 注2）

+

2065年の総人口
約1億人を維持

（出生中位仮定よりも
＋1,237万人）

人口ピラミッドの
バランス改善

注1）出生中位（死亡中位）推計を用いた
注2）出生・外国人移動仮定による感応度分析のうち2065年の出生率を1.80になるよう仮定した場合の人口推計を用いた
出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」を基に作成
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そして、こうした取り組みを、子育て世代だ
けでなく、子育て世代を含むすべての世代が
安心できる持続可能な国づくりに向けたわが
国の重要施策であると位置付け、推進してい
くべきであると考えている。そのためにも、
子育て世代の「窮屈からの脱却」に向け、国
としても大胆な投資を行っていくという明確
なメッセージの発信を期待したい。わが国の
国難を乗り切るために、国として「子育て世
代」に期待する姿勢を見せることが、当事者
である「子育て世代」が前向きに子育てにも
仕事にもチャレンジする上で欠かせないから
である。

注

1	 総務省統計局「平成29年就業構造基本調査結
果」を用いて算出

2	 厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平
成29年 4 月 1 日）」（2018年 9 月 1 日）

3	 平成27年国勢調査より、育児をする保護者 1人

たらし、今、日本が目指す「全世代型社会保
障」の実現の鍵を握ること、そして「窮屈か
らの脱却」の第一弾として、「働く意欲のあ
る母親の子の保育全入」が有効であることを
説明してきた。
しかし、それだけで「子どもが未就学のう
ちに働き始めたい」という女性の就労、さら
には「もう一人子どもを持ちたい」という希
望がそれぞれ実現できるわけではないと筆者
も考えている。父親を含む働き方改革の進
展、男性の育児・家事参加の推進、女性本人
の意識改革なども併せて必要である。
図11は、筆者が考える子育て世代の「窮屈
からの脱却」に向けたアクションプランであ
る。子育て世代が仕事にも子育てにもチャレ
ンジできる環境整備の第一弾として、「働く
意欲のある母親の子の保育全入」が有効だと
考えているが、併せて「学童保育の充足」
「働き方改革の推進」「男性の家事・育児参
加」「女性の意識改革」などにも取り組む。

図11　子育て世代の「窮屈からの脱却」に向けたアクションプラン
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